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令和８年度 

埼玉県父母負担軽減事業補助金のお知らせ 
＜県内私立小学校・中学校・中等教育学校（前期課程）用＞ 

次の３つの要件を満たした方が補助を受けることができます 

＊「保護者」は原則として、児童生徒の親権者です。 

埼玉県内の私立小・中学校・ 

中等教育学校（前期課程）に 

在学 

入学後に 

家計急変が発生 

◎ 申請書類は学校の案内に従って、指定された窓口に提出してください。 

埼玉県マスコット「コバトン・さいたまっち」 

児童生徒・保護者*が 

ともに埼玉県内に在住 

彩の国 

埼玉県 
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補助額 

要件を満たした場合に受けられる補助は以下のとおりです。 

授業料補助額（上限額） 

336,000円 

※ 新規申請の場合、家計急変が発生した月の翌月から月割りで支給されます。 

※ 実際に負担する授業料が補助金より少ない場合、負担する金額が補助額の上限となります。 

入学後に家計急変が発生した場合、家計急変世帯として補助を受給できます。 

新規申請：令和８年中に家計急変が発生している場合 

家計急変の要件 

以下の１～３のすべてを満たしていること 

１ 令和７年の所得の多い方の保護者が、 

  ①失職等・死亡・被災に該当している、または②離婚により保護者で無くなっている 

    〇定年退職や産休、有期雇用契約の満了等の場合、原則「失職等」には該当しません。 

    ○共同親権を選択している場合、原則「離婚」には該当しません。 

２ 保護者の失職等・死亡・離婚・被災が対象となる期間に発生している 

   〇対象となる期間  入学後  ～  令和８年１２月３１日（１年生） 

             令和８年１月１日  ～  令和８年１２月３１日（２年生以上） 

３ 保護者のうち令和７年中の所得の少ない方の令和８年度の住民税所得割額（道府県民

税・市町村民税の合算額）が354,500円未満である 

※ 要件の詳細については、お通いの学校にお問い合わせください。 

※ 世帯の住民税所得割額が354,500円未満となる年収の目安は、モデル世帯（両親・高校生・中学生の4人家族 

 で、両親の一方が働いている世帯）の場合で約720万円未満です。 

１ 保護者の住民税所得割額（道府県民税・市町村民税の合算額）の合算額が135,000円未満

（目安年収約400万円未満） 

２ 現金、預貯金、有価証券等の保有資産が700万円未満 

３ 家計急変が発生した後、引き続き収入状況が改善していない 

※ 家計急変が発生してから申請時まで継続して１～３の要件を満たす必要があります。 

※ 新規申請、継続申請ともに年度内に申請していただく必要があります。申請締切は学校ごとに定めているため、 

 該当の可能性がある場合は、まずお通いの学校にご相談ください。 

※ 入学前の家計急変は、新規申請・継続申請ともに補助の対象になりません。 

 

 

継続申請：令和７年以前に家計急変が発生している場合 

入学後に家計急変が発生し以下の１～３のすべてを満たしている場合に受給できます。 
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住民税所得割額の確認 

提出書類 

 提出書類 対象世帯 

１ 各学校所定の書類（授業料軽減申請書など） 全世帯 

２ 

世帯全員の住民票の写し 

 ※ 続柄が記載されていること 

 ※ 令和８年４月以降に発行されていること 

 ※ マイナンバーが記載されていないこと 

全世帯 

３ 
保護者（親権者）全員の課税証明書 

 ※ 住民税所得割額の記載があるもの 
全世帯 

４ 戸籍全部事項証明書などその他必要と認められる書類 
新規申請の場合のみ 

（詳細は学校にお問い合わせください） 

5 誓約書 継続申請の場合のみ 

補助金の申請には以下の書類を提出してください。 

※ 申請書類は、学校からの案内に従い、指定された窓口に提出してください。 

※ 審査の過程で追加書類を求める可能性があります。学校の指示により提出してください。 

※ 本事業で取得した個人情報については、本事業の実施にのみ利用し、保管にあたっては適切な処置を講じます。 

 補助金は県から学校に交付され、学校から児童生徒・保護者に支給されます。支給の時期や方

法は学校により異なりますので、詳細はお通いの学校に確認してください。 

なお、補助金の支給方法は主に以下の２通りです。 

・還付：決定された補助金分の授業料等をご家庭にお返しする 

・相殺：決定された補助金分を未納（または将来分）の授業料等に充てる 

補助金の支給時期・支給方法 

 課税証明書での確認方法 

 ※ 審査には令和８年度の市・県民税

の所得割額を合算した額を用います。 

 ※ 市区町村により、証明書の名称や

様式が異なります。 
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A１ マイナポータルを利用して住民税情報を調べることが可能です。他にも、保護者の収入

が給与所得のみの場合は、勤務先の会社から配布される住民税の「特別徴収税額決定通知

書」で市・県民税の所得割額を確認できます。自営業などの場合は、市区町村から発行さ

れる「納税通知書」で市・県民税の所得割額を確認できます。 

Q１ 課税証明書以外で、住民税所得割額を確認する方法はありますか？ 

よくあるご質問 

本事業に関するお問い合わせ 

A３ 継続申請については、家計急変が発生した年度に申請をしていなくても、要件を満たし

ていれば申請できます。 

Q３ 継続申請について、家計急変が発生した年に申請しませんでしたが、収入状況が改善し

ていないので申請できますか？ 

A４ この補助金では資産要件確認のために、預金通帳の写しなどの書類の提出は求めていま

せん。「誓約書」を記入の上、提出してください。なお、虚偽の申請が発覚した場合、補

助額全額を返金していただきます。 

Q４ 資産要件を確認するための書類は提出が必要ですか？また、どのようなものが必要にな

りますか？ 

A２ 令和８年の収入が年収約４００万円未満になる場合は、令和８年分の源泉徴収票や確定

申告書を提出いただくことで申請可能です。ただし、令和８年度内に申請していただく必

要があるため、まずはお通いの学校にご相談ください。 

Q２ 令和７年中に家計急変が発生し、令和８年の収入が約４００万円未満になるため申請を

したいのですが、令和８年度の課税証明書だと年収約４００万円を超えてしまっていま

す。このような場合は継続の家計急変の申請はできますか？ 

当制度をより詳しく知りたい方は学事課HPをご参照ください。 

 

電話でのお問い合わせは 

埼玉県総務部学事課「学費軽減ヘルプデスク」 

ＴＥＬ：０４８－８３０－２７２５  

（平日：午前８：３０～午後５：１５） 

埼玉県総務部学事課

埼玉県マスコット 

「さいたまっち」 

申請窓口は各学校になります。 

申請に関することは、各学校へお問い合わせください。 

埼玉県 授業料軽減 検索 


